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第６章 入学者選抜等 

 

 １ 基準ごとの分析 

 

 ６－１ 入学者受入 

 

基準６－１－１ 

 公平性，開放性，多様性の確保を前提としつつ，各法科大学院の教育の理

念及び目的に照らして，各法科大学院はアドミッション・ポリシー（入学者

受入方針）を設定し，公表していること。 

 

 （基準６－１－１に係る状況）本法科大学院は，「21 世紀にふさわしい高度な専門

性と幅広い視野，さらに人権感覚と倫理性を身につけた法曹の養成」を教育理念として

いる。このような教育理念にふさわしい学生を選抜するためのアドミッション・ポリシ

ーとして，①基礎的な教養と社会に対する広い関心，②分析力，思考力及び表現力など

の法律家としての適性，③継続的な教育に耐えうる知的素養・忍耐力を備えた人材を選

抜することを定めている。選抜に際して，公平性・多様性・開放性・客観性・透明性を

確保するための措置を講ずることとしている。 

 本法科大学院は，教育理念及びアドミッション・ポリシーを明確に定めている。ま

た，アドミッション・ポリシーにおいては，教育理念に沿った具体的な選抜基準を明確

に示している。さらに，入学者選抜の基本的な指針として，法科大学院入試の一般的な

理念である「公平性，開放性，多様性」に加え，客観性と透明性についても明示してい

る。 

 入学者受入に係る業務（法学既修者の認定に係る業務を含む）は，法科大学院教員会

議の下に設置された入試制度検討委員会及び入学者選抜委員会が担当している。入試制

度検討委員会は，上記のアドミッション・ポリシーに基づいて，入試制度の設計とその

改善を教員会議に提案することを任務とする。入学者選抜委員会は，教員会議が決定し

た入試制度にのっとり，教員会議に，入学者選抜の原案を提出することを任務とする。

入試業務に関する最終的な決定は，教員会議がすべて行うこととしている。これらの組

織により，入学者受入に係る業務を行うための責任ある体制を整備している。【解釈指

針６－１－１－１】 

 本法科大学院の教育理念及びアドミッション・ポリシーは，学生募集要項の冒頭に，

明記している。《別添資料１「平成 21 年度法科大学院学生募集要項（特別選考）１

頁」》，《別添資料２「平成 21 年度法科大学院学生募集要項（一般選考）１頁」》，

《資料「学生募集要項における教育理念及びアドミッション・ポリシーの記述」》。 

また，同じ内容を，本法科大学院のホームページにおいても，公表している。《資料

「ホームページにおける教育理念の記述」》及び《「ホームページにおけるアドミッシ

ョン・ポリシーの記述」》。 

さらに，法科大学院学生募集要項及びホームページ（「入試制度」欄）では，入試制

度の具体的内容を記述しており，また，志願者等からの質問に対しては，ホームページ

（「ＦＡＱ（よくある質問）」欄）において迅速かつ詳細な回答を行っている。 
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なお，本法科大学院のホームページは，法科大学院開設１年前の平成 15 年３月に立

ち上げて以来，月２回ペースで改訂作業を行っており（平成 20 年３月末までに約 130

回改訂），アクセス数も非常に多い，《資料「ホームページのアクセス数」》。このよ

うに，教育理念及びアドミッション・ポリシーを事前に周知するための十分な措置を講

じている。【解釈指針６－１－１－２】 

 

資料「学生募集要項における教育理念及びアドミッション・ポリシーの記述」 

 

 北海道大学法科大学院は，21世紀にふさわしい高度な専門性と幅広い視野，さらに人権感覚

と倫理性を身につけた法曹の養成を教育理念とする。そのため，入試制度において，①基礎的

な教養と社会に対する広い関心，②分析力，思考力及び表現力など，法律家としての適性，③

継続的な教育に耐えうる知的素養・忍耐力を備えた人材を選抜する。また，選抜にあたっては

公平性・多様性・開放性・客観性・透明性を確保するための措置を講じる。 

（出典：平成21年度法科大学院学生募集要項（一般選考））の「１ アドミッション・ポリシ

ー」） 

 

資料「ホームページにおける教育理念の記述」 

 

 北海道大学法科大学院は，21世紀にふさわしい高度な専門性と幅広い視野，さらに人権感覚

と倫理性を身につけた法曹の養成をめざします。 

 （出典：ホームページ「教育理念」欄） 

 

資料「ホームページにおけるアドミッション・ポリシーの記述」  

 

北海道大学法科大学院は，21世紀にふさわしい高度な専門性と幅広い視野，さらに人権感覚

と倫理性を身につけた法曹の養成を教育理念としています。そのため，入試制度においては，

①基礎的な教養と社会に対する広い関心，②分析能力，思考能力及び表現力など，法律家とし

ての適性，③継続的な教育に耐えうる知的素養・忍耐力を備えた人材を選抜します。また，選

抜にあたっては，公平性・多様性・開放性・客観性・透明性を確保するための措置を講じます

。 

（出典：ホームページ「入試制度」欄「１ 概要」）

 

資料「ホームページのアクセス数」 

調査日時  平成20年６月22日～28日（７日間） 

総リクエスト数           8786件 

１日の平均リクエスト数       1255件 

（出典：法科大学院ウェブサイトアクセス解析）
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基準６－１－２ 

入学者選抜が各法科大学院のアドミッション・ポリシーに基づいて行われ

ていること。 

 

 （基準６－１－２に係る状況）本法科大学院の入試制度は，概略以下のとおりであ

る。まず，すべての志願者を対象とする一般選考に加え，社会人または非法学部出身者

を対象とする特別選考を設けている。いずれにおいても，適性試験の成績を主に考慮し

て第１次選抜を行い，その合格者に対して第２次選抜試験を実施して，最終合格者を決

定する。適性試験の成績を「主に」考慮するというのは，ボーダーゾーンにおいては学

部の成績等も考慮するという趣旨である。 

（１） 特別選考は，「顕著な社会実績を有する者」（例えば，公認会計士，弁理士，

司法書士などの資格を有する者，民間企業・ＮＰＯ・行政機関等において法務を主な内

容とする職務に携わった経験を有する者）で出願時に２年以上の社会経験を有する者，

または，「法学以外の分野で顕著な実績を有する者」（例えば，法学以外の分野で修

士・博士号を有する者）を対象とする。第２次選抜においては，小論文試験及び面接試

験を実施し，総合評価によって最終合格者を決定する。具体的には，入学者選抜委員会

の下に面接部会と小論文部会を設置し，面接部会に属する複数の面接班（各３名）が上

記の顕著な実績の内容や法曹となる動機等について質疑を行い，それに基づいて面接部

会が志願者のランク付けを実施する。他方，小論文部会は小論文の出題及び採点を行

う。両部会からの報告に基づき，入学者選抜委員会においては，面接におけるランク付

けを基本として合格者を決定するが，小論文において顕著に点数が低かった者は不合格

とする。これらの者は法律家としての適性を欠くと考えられるからである。 

（２） 一般選考については，２年課程と３年課程で異なった選抜方法を行っている。 

法学既修者を対象とする２年課程に関しては，第１次選抜を行ったうえで，合格者に

対して法律科目試験を実施し，その成績によって最終合格者を決定する。法律科目試験

科目は，憲法・民法・刑法・民事訴訟法・刑事訴訟法・商法・行政法の７科目である。

入学者選抜委員会の下に置かれる法律科目試験部会が出題及び採点を担当する。試験問

題は合議によって決定し，採点は複数の委員が担当し，科目ごとの偏差を調整するな

ど，客観性・公平性を担保する措置を講じている。 

法学未修者を対象とする３年課程でも，第１次選抜を行ったうえ，上記小論文部会が

出題・採点する小論文試験を実施し，適性試験の成績，小論文試験の成績，学修評価を

考慮して最終合格者を決定する。具体的には，次の３つの枠を設けて選抜を行う。第１

は，適性試験の成績上位者を合格とする適性試験枠である（ただし，小論文試験の成績

が悪い場合は不合格とされる）。第２は，小論文試験の成績上位者を合格とする小論文

試験枠である。第３は，小論文試験で比較的良好な成績を修め，かつ，学修評価（学部

成績を中心に評価する）でも比較的良好な者を合格とする総合評価枠である。 

《別添資料１「平成 21 年度法科大学院学生募集要項（特別選考）３頁」》，《別添資

料２「平成 21 年度法科大学院学生募集要項（一般選考）３頁」》，《別添資料３「ホ

ームページの『入試制度』」》，《資料「ホームページにおけるＦＡＱ（よくある質

問）の例」》。 
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資料「ホームページにおけるＦＡＱ（よくある質問）の例」 

 

Ｑ ①募集要項では，「適性試験・小論文試験・学修評価のそれぞれにおいて顕著な

成績を修めた方を最終合格者とします。」と記載されていますが，これは，適性試験

において顕著な成績を修めた者を数名・小論文試験において顕著な成績を修めた者を

数名・学修評価において顕著な成績を修めた者を数名というように，それぞれ個別の

成績のみで枠を設けて選抜を行うということでしょうか。それとも，それぞれの成績

を総合考慮し，それぞれにつき一定程度に顕著な成績を修めた者を最終合格者とする

ということでしょうか。②また，前者だとした場合，それぞれの枠につき何名程度を

予定しているかは決定しているでしょうか。後者だとした場合，それぞれの成績をど

のくらいの割合で評価するかは決定しているでしょうか。  

Ａ ①基本的には前者です。より詳しく説明しますと，まず適性試験枠では，適性試

験において顕著な成績を修めた方を合格とします。ただし，小論文試験の成績がよく

ない場合は不合格となります。次に小論文試験枠では，小論文試験において顕著な成

績を修めた方を合格とします。さらに平成 20 年度入試までは，学修評価枠を設け，学

修評価において顕著な成績を修めていた方を合格としてきましたが，21 年度入試から

は，学修評価枠に代えて総合評価枠を設け，そこでは小論文試験の成績が比較的良好

で，かつ，学修評価においても比較的良好な方を合格とします（ただし，どの程度で

あれば「比較的良好」であるかは志願者のみなさんの成績分布にもよりますので，あ

らかじめ一義的に定めることはできません）。②各枠の人数は未定です。出願状況や

各試験の成績を考慮して決定する予定です。なお，一応の目安は「東京説明会の概

要」に記載しておりますので，そちらをご覧ください。 

（出典：ホームページ「ＦＡＱ」欄３－２－２５）

 

（３） 以上のように，本法科大学院の入試制度では，適性試験の成績をベースとしつ

つ，様々な能力や資質を有する学生を受け入れるために工夫をしている（多様性）。そ

れぞれの選抜においては，選抜基準を明示し，合議によって出題・採点を行うなど，志

願者の間で不公平が生じないように配慮している（客観性・公平性・開放性）。加え

て，試験終了後，希望者に対して成績開示を実施している（透明性）。《別添資料４

「成績開示制度」》。 

入試制度がかなり複雑であることは否めないが，その内容については《別添資料１》

及び《別添資料２》の「学生募集要項」，《別添資料３「ホームページの『入試制度』

欄」》で明快に説明するとともに，志願者からの質問にもホームページ（「ＦＡＱ（よ

くある質問）」欄）で迅速かつ詳細に回答している（透明性）。 

なお，特別選考及び一般選考のいずれについても，札幌と東京の二箇所に試験会場を

設け，北海道外の志願者の便宜を図っている（開放性）。《別添資料５「大志ある法曹

をめざして 2009」》 
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基準６－１－３ 

 法科大学院の入学資格を有するすべての志願者に対して，各法科大学院の

アドミッション・ポリシーに照らして，入学者選抜を受ける公正な機会が等

しく確保されていること。 

 

 （基準６－１－３に係る状況）本法科大学院の入試制度においては，入学資格を有す

るすべての志願者に対し，公正な機会を等しく確保している。 

 第１に，自校出身者等に関する優先枠が存在しない。【解釈指針６－１－３－１】 

 第２に，前項で述べたように，客観的で公正な基準に従って入学者選抜を行っており

質的にも公平性を担保している。 

 第３に，小論文試験や法律科目試験においては，採点に際して志願者の氏名等を隠す

措置を講じている。 

 第４に，基準６－１－２で述べたように，札幌のみならず，東京にも試験会場を設け

ており，志願者数はむしろ東京会場の方が多い。《資料「志願者数の推移」》 

 第５に，合格者の内訳から見ても，本学出身者はこれまで２割から３割程度にとどま

っている。《別添資料６「学生数の状況」（別紙様式２）》，《資料「本学出身者の比

率」》。合格者の出身大学についても，広く全国から合格者を出しており，非常にバラ

エティに富んでいる。《資料「合格者の出身大学（４名以上）」》。以上は，入学者の

選抜を公正に行っていることを裏付けるものである。【解釈指針６－１－３－１】 

なお，本法科大学院の入学に際しては，寄付等の募集は一切行っていない。【解釈指

針６－１－３－２】 

 

 資料「志願者数の推移」 

 

 16 17 18 19年度* 年度** 年度 年度 20 年度***

総 84 54 87 99 70計(100 名) 8 9 6 1 6 

（ 26 21 22 22 23札幌会場） 5 7 2 5 9 

（ 58 33 65 78 46東京会場） 3 2 4 6 7 

一

名 81 46 79 90 61

般 選 考 （ 80

） 8 2 4 3 3 

（ 25 13 19 20 20札幌会場） 2 0 3 5 8 

（ 56 33 60 69 40東京会場） 6 2 1 8 5 

特

名 21 87 82 88 93

別 選 考 （ 20

） 1     

（ 64 87 29 20 31札幌会場）      

（ 14  53 68 62東京会場） 7    

 *平成16年度については一般選考と特別選考の併願者を含む。 

 **平成17年度の特別選考は札幌会場でのみ実施。 

 ***平成20年度より，一般選考と特別選考の募集人員を85名と15名に変更。 
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           （出典：「北大時報」622号（平成18年１月号）16頁等） 

 

 資料「本学出身者の比率」 

 

 1 1 1 1 26 年度 7 年度 8 年度 9 年度 0 年度 

合 1 1 1 1 1格者数 18 29 43 51 28 

北 2 3 3 3 3大出身（%） 5(21.2%) 0(23.3%) 1(21.7%) 0(19.9%) 5(27.3%) 

う

（ 1 2 2 2 3

ち 法 学 部

%） 9(16.1%) 7(20.9%) 7(18.9%) 7(17.9%) 4(26.6%) 

（出典：ホームページに公表された各年度の入試結果より作成）

 

資料「合格者の出身大学（４名以上）」 

 

平成 16 年度 平成 17 年度 平成 18 年度 平成 19 年度 平成 20 年度 

北海道大学 25 名 北海道大学 30 名 北海道大学 31 名 北海道大学 30 名 北海道大学 35 名

東京大学 20 名 早稲田大学 19 名 早稲田大学 26 名 早稲田大学 18 名 東京大学 17 名 

早稲田大学 17 名 東京大学 9 名 東京大学 9 名 東京大学 13 名 早稲田大学 14 名

京都大学 5 名 中央大学 9 名 慶應義塾大学 9 名 京都大学 9 名 慶應義塾大学 5 名

慶應義塾大学 5 名 一橋大学 8 名 中央大学 8 名 一橋大学 8 名 東北大学 5 名 

中央大学 5 名 慶應義塾大学 8 名 一橋大学 4 名 慶應義塾大学 7 名 京都大学 4 名 

立命館大学 4 名 京都大学 4 名 青山学院大学 4 名 東北大学 4 名  

 東北大学 4 名 立命館大学 4 名 千葉大学 4 名  

  同志社大学 4 名 中央大学 4 名  

       （出典：ホームページに公表された各年度の入試結果より作成）

 

 

基準６－１－４ 

 入学者選抜に当たっては，法科大学院において教育を受けるために必要な

入学者の適性及び能力等が適確かつ客観的に評価されていること。 

 

（基準６－１－４に係る状況）本法科大学院においては，上記のように（基準６－１

－２参照），適性試験の成績をベースとしつつ，様々な能力や資質を持った志願者を選

抜する入試制度を採用している。 

（１）法科大学院における履修の前提として要求される判断力，思考力，分析力，表現

力等については，適性試験によって一般的に担保することとしている。【解釈指針６－

１－４－１】 

 その上で，各選考においては，それぞれ異なった能力や資質に着眼して，多様な学生

の受入を図っている。具体的にいえば，特別選考では，志願者の社会的ないし学問的実
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績並びに法曹をめざす意欲を重視し，一般選考の３年課程では，適性試験の成績にあら

われた法曹としての一般的な適性，小論文試験の成績にあらわれた読解力・分析力・表

現力，あるいは学修評価等にあらわれた素養や忍耐力を重視し，２年課程では，法律科

目試験の成績にあらわれた法曹としての適性や忍耐力を重視して，それぞれ選抜を行っ

ている。 

 小論文試験及び法律科目試験の問題は，すべてホームページにおいて公表している

（各年度の「入試の結果」欄参照）。《別添資料７「北大法科大学院入学試験問題」》 

（２）入試における具体的選抜方法に関して，平成 19 年度実施の大学評価・学位授与

機構による法科大学院認証評価において，「３年課程と２年課程を併願した場合の３年

課程の選抜については，法学未修者に対しても学修評価枠において主として法律科目試

験の成績が考慮されており，法科大学院において教育を受けるために必要な入学者の適

性及び能力等が適確に評価されているとはいえない」との理由により，基準６－１－４

を満たしていないと判断された。この結果を受けて，本法科大学院では，平成 21 年度

入学試験（平成 20 年 11 月実施予定）について，以下のとおりに変更することとした。 

 すなわち，従来，２年課程と３年課程の併願者については，その入試選抜にあたっ

て，２年課程の選抜に際して法律科目試験を課せられているので，その成績を３年課程

での学修評価の対象とし，３年課程の選抜のための参考資料としていた。しかし，この

点について上記のような評価を受けたため，この部分を変更し，併願者についても法律

科目試験の成績は考慮せず，大学の成績等の学修評価を基礎に選抜を行なうことにし

た。《別添資料８「３年課程の一般選考の基準について（案）（資料２）（2008 年７月 17

日法科大学院教員会議資料２）」》，《別添資料９「平成 20 年法科大学院教員会議議事

録」》 

（３）以上を制度全体との関係で概観すると，３年課程の選抜にあたり，３つの個別の

枠ごとに合否を判定する方式に変更はなく，またその枠のうち，適性試験枠と小論文試

験枠は従前のとおりである。他方，上記の指摘を受けた学修評価枠に代わって，新たに

「総合評価枠」を設け，小論文試験で比較的良好な成績をおさめ，かつ，学修評価でも

比較的良好な者を合格とすることとしたが，この学修評価にあたっては，「出身大学・

大学院の成績のほか，語学検定試験（TOEFL や TOEIC 等）の成績，国家資格・各種試

験，学位等，学習の成果を示す資料」をその評価対象とし，併願者について，２年課程

の試験で課される法律科目試験の結果を参考資料として考慮することはしないこととし

た。この結果，総合評価枠においても，適性試験枠や小論文試験枠と同様，３年課程専

願者と併願者とは区別なく，すべて同一の基準により選抜されることとなった。 

（４）上記の変更については，ホームページに「20 年度からの変更点」として，「法律

科目試験の結果を考慮しない」ことを明記して周知するとともに，募集要項の記載も改

めた。《別添資料１「平成 21 年度法科大学院学生募集要項（特別選考）３頁」》，

《別添資料２「平成 21 年度法科大学院学生募集要項（一般選考）３頁」》，《別添資

料 10「ホームページの『20 年度からの変更点』」》 

（５）以上のように，３年課程の選抜にあたり，法律の知識に関する能力を量るものを

資料として求めたり，加点・考慮要素とはしていない。 
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基準６－１－５ 

入学者選抜に当たって，多様な知識又は経験を有する者を入学させるよう

努めていること。 

 

 （基準６－１－５に係る状況）上記のように（基準６－１－２参照），本法科大学院

の入試制度においては，入学者の多様性を確保することを重視している。 

 第１に，一般選考と並び，社会経験を有する者及び他学部出身者を対象とする特別選

考を設けている。【解釈指針６－１－５－２】 

 第２に，一般選考においても，３年課程の入学試験においては法学の知識を要求して

おらず，他学部出身者が合格しやすい制度となっている。 

 第３に，同じく一般選考の３年課程の場合，適性試験枠と小論文試験枠においては，

平均的に能力があるよりも，むしろ一芸に秀でていることを重視する制度になってお

り，例えば論理的文章力等に秀でている者にとって合格しやすい仕組みとなっているた

め，多様な学識と能力の実績を適切に評価することができる。 

他方，総合評価枠では，小論文試験と学修評価との双方に着目する仕組みになってお

り，それぞれの合格枠の評価の観点を変えることで，一層，多様性を実現する制度にな

っている。また総合評価枠における学修評価にあっては，第１次選抜におけるのと同

様，語学検定試験の成績等も斟酌されるから，課外活動等の実績にも配慮する仕組み

になっている。【解釈指針６－１－５－１】 

 第４に，地元の北海道だけでなく，東京にも試験会場を設けることにより，出身地の

多様化にも配慮している。 

 以上のような入試制度を採用していることの結果として，社会人（本法科大学院にお

いては出願時に２年以上の社会経験を有する者をいう）及び他学部出身者が占める比率

は，３割を上回っている。《資料「社会人及び非法学部出身者の割合」》，【解釈指針

６－１－５－３】，【解釈指針６－１－５－４】 

確かにその比率は，この間の全国的な動向も相まって，減少する傾向にあるが，すで

に述べたように（基準６－１－３参照），出身大学は多岐にわたっており，さらに合格

者の年齢構成も非常に幅広い。《資料「合格者の年齢構成（入学時の年齢）」》 

 

 資料「社会人及び非法学部出身者の割合」 

 

 16 年度 17 年度 18 年度 19 年度 20 年度 

合格者数 118 名 129 名 143 名 151 名 128 名 

法学部出身 66 名(55.9%) 94 名(72.9%) 103 名(72.0%) 106 名(70.2%) 93 名(72.7%)

他学部出身 52 名(44.1%) 35 名(27.1%) 40 名(28.0%) 45 名(29.8%) 31 名(24.2%)

社会人数 53 名(44.9%) 45 名(34.6%) 38 名(26.6%) 37 名(24.5%) 31 名(24.2%)

他 学 部 出 身 者 ま

た は 社 会 人 の い

ず れ か に 当 た る

者の数 

 

73 名(61.9%) 

 

 

53 名(41.1%)

 

 

56 名(39.2%)

 

 

70 名(46.4%) 

 

 

49 名(38.3%)
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     （出典：ホームページに公表された各年度の入試結果等より作成）

 

 

資料「合格者の年齢構成（入学時の年齢）」 

 

 16 年 7 年 8 年 9 年 0 年度 1 度 1 度 1 度 2 度 

～24 39 69 59 66 69 歳 

25～2 41 32 35 35 30 9 歳 

30～3 21 14 28 35 15 4 歳 

35～3 11 10 16 11 7 9 歳 

40～4 4 4 4 2 1 4 歳 

45～4 1 0 1 2 1 9 歳 

50 歳 1 0 0 0 1 ～ 

 

       （出典：ホームページに公表された各年度の入試結果より作成）
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 ６－２ 収容定員と在籍者数 

 

基準６－２－１ 

 法科大学院の在籍者数については，収容定員を上回る状態が恒常的なもの

とならないよう配慮されていること。 

 

 （基準６－２－１に係る状況）本法科大学院の在籍者数は別紙様式２のとおりであ

り， 恒常的に収容定員を上回る状態にはない。【解釈指針６－２－１－１】，【解釈

指針６－２－１－２】 

 原級留置者及び休学者は，《資料「原級留置者」》，《資料「休学者」》のとおりで

ある。 

 

資料「原級留置者」 

 

 16 年度 17 年度 18 年度 19 年度 

 １年 ２年 ３年 １年 ２年 ３年 １年 ２年 ３年 １年 ２年 ３年

２年課程 2   4 2  4 2  1 0  

３年課程 3   11 2  8 4 0 7 0 1 

                            （出典：学籍簿）

 

 

資料「休学者」 

 

 16 年度 17 年度 18 年度 19 年度 20 年度 

 １年 ２年 ３年 １年 ２年 ３年 １年 ２年 ３年 １年 ２年 ３年 １年 ２年 ３年

２年課程 1   3 1  4 2  1 1  0 2  

３年課程 4   11 1  13 4 0 7 1 2 5 0 0 

                             （出典：学籍簿）

 

 

基準６－２－２ 

 入学者受入において，所定の入学定員と乖離しないよう努めていること。 

 

 （基準６－２－２に係る状況）《別添資料６「学生数の状況（別紙様式２）」》のと

おり，年度によって入学者数が定員を若干上下しているが，これは入学辞退者数の予想

が難しいことによるものであり，入学者数が所定の入学定員と大きく乖離している状態

にはない。 
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 ２ 優れた点及び改善を要する点等 

 

（１） 優れた点： 

１ 多様な能力・資質を持った入学者を確保するため，多彩な選抜方法を採用してい

る。特に，特別選考を設けることにより，社会人及び非法学部出身者の確保に努めてお

り，その成果として，社会人及び非法学部出身者の割合，出身大学，年齢構成などの点

において多様な学生が，実際に入学している。 

２  アドミッション・ポリシーや選抜方法について募集要項やホームページ上で明快

な説明を行うとともに，志願者等からの質問に対しても迅速かつ詳細に回答している。 

 

（２）改善を要する点： 

 該当なし。 
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